


















































滋 道 整 第  ３ ７  号  

令和 3 年(2021 年)2 月 8 日 

 

彦根市長  様 

 

 滋賀県知事 三日月 大造  

 

 

広域的地域活性化基盤整備計画の作成について（照会） 

  

 

 下記整備計画の作成について、広域的地域活性化のための基盤整備に関する

法律第 5 条第 6 項、第 9 項に基づき、貴市の意見を求めますので、令和 3 年 2

月 17 日までに回答してください。 

 

 

記 

 

・整備計画名 

１．『鈴鹿山脈を越え∞の観光交流促進へ 三重・滋賀広域活性化計画』

（新規作成） 

別添資料【三重・滋賀】参照 

 

２．『鈴鹿山脈を越え∞の観光交流促進へ 三重・滋賀広域活性化計画

（重点③）』（新規作成） 

別添資料【三重・滋賀（重点）】参照 

 

 

  





滋 道 整 第  ３ ７  号  

令和 3 年(2021 年)2 月 8 日 

 

東近江市長  様 

 

 滋賀県知事 三日月 大造  

 

 

広域的地域活性化基盤整備計画の作成について（照会） 

  

 

 下記整備計画の作成について、広域的地域活性化のための基盤整備に関する

法律第 5 条第 6 項、第 9 項に基づき、貴市の意見を求めますので、令和 3 年 2

月 17 日までに回答してください。 

 

 

記 

 

・整備計画名 

１．『鈴鹿山脈を越え∞の観光交流促進へ 三重・滋賀広域活性化計画』

（新規作成） 

別添資料【三重・滋賀】参照 

 

２．『鈴鹿山脈を越え∞の観光交流促進へ 三重・滋賀広域活性化計画

（重点③）』（新規作成）  
別添資料【三重・滋賀（重点）】参照 

 

 

  







滋 道 整 第  ３ ７  号 

令和 3 年(2021 年)2 月 8 日 

 

近江八幡市長  様 

 

 滋賀県知事 三日月 大造  

 

 

広域的地域活性化基盤整備計画の作成について（照会） 

  

 

 下記整備計画の作成について、広域的地域活性化のための基盤整備に関する

法律第 5 条第 6 項、第 9 項に基づき、貴市の意見を求めますので、令和 3 年 2

月 17 日までに回答してください。 

 

 

記 

 

・整備計画名 

１．『鈴鹿山脈を越え∞の観光交流促進へ 三重・滋賀広域活性化計画』 

（新規作成） 

別添資料【三重・滋賀】参照 

 

 

２．『鈴鹿山脈を越え∞の観光交流促進へ 三重・滋賀広域活性化計画 

（重点③）』（新規作成） 

別添資料【三重・滋賀（重点）】参照 

 

 

  





滋 道 整 第  ３ ７  号  

令和 3 年(2021 年)2 月 8 日 

 

豊郷町長  様 

 

 滋賀県知事 三日月 大造  

 

 

広域的地域活性化基盤整備計画の作成について（照会） 

  

 

 下記整備計画の作成について、広域的地域活性化のための基盤整備に関する

法律第 5 条第 6 項、第 9 項に基づき、貴市の意見を求めますので、令和 3 年 2

月 17 日までに回答してください。 

 

 

記 

 

・整備計画名 

１．『鈴鹿山脈を越え∞の観光交流促進へ 三重・滋賀広域活性化計画』

（新規作成） 

別添資料【三重・滋賀】参照 

 

 

２．『鈴鹿山脈を越え∞の観光交流促進へ 三重・滋賀広域活性化計画

（重点③）』（新規作成） 

別添資料【三重・滋賀（重点）】参照 

 

 

  





滋 道 整 第  ３ ７  号  

令和 3 年(2021 年)2 月 8 日 

 

日野町長  様 

 

 滋賀県知事 三日月 大造  

 

 

広域的地域活性化基盤整備計画の作成について（照会） 

  

 

 下記整備計画の作成について、広域的地域活性化のための基盤整備に関する

法律第 5 条第 6 項、第 9 項に基づき、貴市の意見を求めますので、令和 3 年 2

月 17 日までに回答してください。 

 

 

記 

 

・整備計画名 

１．『鈴鹿山脈を越え∞の観光交流促進へ 三重・滋賀広域活性化計画』

（新規作成） 

別添資料【三重・滋賀】参照 

 

２．『鈴鹿山脈を越え∞の観光交流促進へ 三重・滋賀広域活性化計画

（重点③）』（新規作成） 

別添資料【三重・滋賀（重点）】参照 

 

 

  





滋 道 整 第  ３ ７  号  

令和 3 年(2021 年)2 月 8 日 

 

甲賀市長  様 

 

 滋賀県知事 三日月 大造  

 

 

広域的地域活性化基盤整備計画の作成について（照会） 

  

 

 下記整備計画の作成について、広域的地域活性化のための基盤整備に関する

法律第 5 条第 6 項、第 9 項に基づき、貴市の意見を求めますので、令和 3 年 2

月 17 日までに回答してください。 

 

 

記 

 

・整備計画名 

１．『鈴鹿山脈を越え∞の観光交流促進へ 三重・滋賀広域活性化計画』

（新規作成） 

別添資料【三重・滋賀】参照 

 

２．『鈴鹿山脈を越え∞の観光交流促進へ 三重・滋賀広域活性化計画

（重点③）』（新規作成） 

別添資料【三重・滋賀（重点）】参照 

 

３．『京奈和自転車道とビワイチを基軸とした歴史・文化を体感する自

転車周遊による広域観光活性化計画（重点③）』（新規作成） 

   別添資料【滋京奈和（重点）】参照 

 

  




